
矢板市まち・ひと・しごと創生総合戦略
総合戦略は、第１期の検証結果を踏まえるとともに、地方創生のめざすべき将来を明確にし、
矢板市人口ビジョンに示された将来展望への対応を踏まえ、住みよい環境を確保しながら、
将来にわたって活力ある社会を維持していくために、まち・ひと・しごと創生に関する将
来の目標や基本的方向、具体的施策を示すことを目的として策定しました。

施策分野 推進方針
１保健・医療・
　福祉

２教育・文化

３環境

４住宅・都市・
　交通・消防

①要配慮者等への支援体制の整備　　　　　　　②医療機関の早期復旧に向けた連携
③被災地区における感染症予防対策

５産業

６行政機能

１官民連携・
　広域連携
２老朽化対策

①学校における安全確保・防災教育　　　　　　②社会教育施設の安全確保
③文化財の災害対策

①河川などの治水・防災対策　　　　　　　　　②農地・山林での災害対策
③上水道・下水道施設の災害対策　　　　　　　④災害時の応急給水・汚水処理対策
⑤有害物質等の拡散・流出対策　　　　　　　　⑥災害廃棄物の処理体制の整備
⑦ライフラインの復旧対策

①民間建築物の耐震性の強化・防災対策の促進　②地域防災力の向上
③道路・橋梁の防災、減災対策　　　　　　　　④緊急輸送道路等の整備、確保
⑤老朽空き家対策　　　　　　　　　　　　　　⑥孤立可能性地区における対策の推進
⑦住民等への災害情報の伝達　　　　　　　　　⑧都市への災害リスクの把握・対策
⑨迅速な復旧・復興に向けた対策

①民間事業者の防災体制の強化　　　　　　　　②農林業用施設の防災対策
③サプライチェーンの寸断に備えた対策促進

①情報収集連絡体制の整備　　　　　　　　　　②業務継続体制の整備
③災害活動拠点や避難所などの確保・運営　　　④物資等の備蓄、調達体制の整備
⑤帰宅困難者対策　　　　　　　　　　　　　　⑥避難誘導体制の整備
⑦関係機関などとの連携体制の整備

①地域等との連携　　　　　　　　　　　　　　②民間事業者との連携強化
③広域連携の推進
①社会資本等の老朽化対策
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6　強靭化の推進方針

5　想定するリスク

4　基本目標

3　計画期間

2　本計画の位置付け1　策定の主旨

水害・台風 竜巻等風害 土砂災害 雪害

震災 火山災害 林野火災

　　地域防災計画においても対象とされている、以下の大規模自然災害を対象とします。

　　いかなる災害などが発生しようとも、以下４つの基本目標が達成できるように施策を推進します。
　　　　①市民の生命の保護が最大限図られること
　　　　②市及び地域社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること
　　　　③市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化
　　　　④迅速な復旧・復興

　　令和 3 年度を初年度とする令和 7 年度までの
　 5 年間を計画期間とします。

　　国及び栃木県国土強靱化地域計画を踏まえ、矢
　板市域内及び周辺地域において、今後想定される
　大規模自然災害が発生した場合に、最悪の事態を
　もたらさないための事前の備えとして取組をまと
　め、災害に強く安心して暮らせる地域づくりを目
　指した計画です。

矢板市国土強靭化地域計画 ( 概要版 )

都市計画マスタープラン 公共施設等総合管理計画 地域防災計画･･･

分　野　計　画　等

矢板市総合計画 矢板市国土強靭化地域計画

国　国土強靭化基本計画

栃木県国土強靭化地域計画

調和

指針
連携指針

整合・調和

問い合わせ　総合政策部　総合政策課　☎　0287- 43-1112

　　国の基本計画や県の地域計画と調和を図りつつ、
　総合計画と双方で整合・調和を図るとともに、地
　域防災計画と連携し、強靭化に資する施策を推進
　します。

　　令和 3年 4月号 13


